
 

 

 

  

パブリックコメント意見募集の結果公表 

 

 第２期十勝定住自立圏共生ビジョン（原案）に対して、管内住民の皆様からご意見を募集

しました結果について、ご意見の概要と市の考え方は下記のとおりです。ご意見をお寄せい

ただきありがとうございました。 

 

【【【【意見募集結果意見募集結果意見募集結果意見募集結果】】】】 

【【【【意見等意見等意見等意見等のののの内容内容内容内容】】】】 

市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

十勝は農業ばかりでなく水産業も盛んな

ので、もっと水産物をアピールし、多くの人

に知ってもらうべきだと思います。 

１ 

【既記載】 

 フードバレーとかちは『「食」と「農林漁

業」を柱とした地域産業政策』として、これ

までも取組をすすめております。 

この取組として、様々な企業等とのマッチ

ングを行っており、取組の一例ではございま

すが、農畜産品・水産品を総合して紹介する

「十勝産食材集」「十勝産食材を使ったレシ

ピ集」などを活用し、飲食業等から水産品を

含め数多くの十勝産食材のニーズが寄せら

れています。 

今後につきましても、上記の取組に加え、

フードバレーとかちの 3 本柱の一つである

「付加価値の向上」をすすめ、水産物を含め

た地域の食産業の活性化や注目度の向上に

つなげてまいります。 

案 件 名 第２期十勝定住自立圏共生ビジョン（原案） 

募 集 期 間 平成２７年１２月１日（火）～ 平成２８年１月６日（水）    

意 見 の 件 数  

（意見提出者数） 
６件（  ３人） 

意 見 の 取 り 扱 い  

修正 案を修正するもの 件 

既記載 既に案に盛り込んでいるもの ２件 

参考 今後の参考とするもの １件 

その他 意見として伺ったもの ３件 

意 見 の 受 け 取 り  

持参 人 

郵送 ３人 

ファクス 人 

電子メール 人 

（参考様式５号） 

資料－１ 



 

 

 

  

パブリックコメント意見募集の結果公表 

 

市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

 わが町は近隣町村への通勤圏であり、保育

所や学童保育等に対応できる町として、定住

促進を進めてはどうでしょうか。 

１ 

【その他】 

 ご意見について、町にお伝えします。 

 2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会開催に関係した取組みを、新規項目

として挙げられている「スポーツ大会等の誘

致」に盛り込むべき。 

１ 

【参考】 

 スポーツ大会等の誘致の取組については、全

道・全国規模の大会をはじめ、国際大会や合宿

の誘致に定住自立圏として取り組むものです。 

ご意見の東京オリンピック・パラリンピック

についても、情報収集を進めながら、今後も圏

域での各種競技の大会や合宿を誘致すべく、各

町村と情報交換等をしていきます。 

 政府関係機関の誘致に向けた取組みを、拡

充項目及び新規項目として挙げられている

「フードバレーとかちの推進」及び「航空宇

宙産業基地構想の推進」に盛り込むべき。 

１ 

【その他】 

政府関係機関の地方移転に関しては、平成 27

年に提案募集がありましたが、今後の国の動き

は不透明であり、誘致に向けた具体的、効果的

な活動機会を見通せる状況にありません。従い

まして、ビジョン期間における定住自立圏の取

り組みとすることは予定していないところで

す。 

 

 ＪＩＣＡ研修事業の活用による圏域外への情報

発信及び稼ぐ力の強化に係る取組みを、拡充項

目として挙げられている「地球温暖化防止に向

けた低炭素社会の構築」に盛り込むべき。 

１ 

【既記載】 

地球温暖化防止に関わる情報発信について

は、これまでも、JICA 研修事業に職員を講師派

遣するなどの取り組みを行っており、今後も、

原案に記載した圏域外への情報発信の一環とし

て進めていく考えです。 

なお、稼ぐ力の強化に係る取り組みについて

は、「フードバレーとかち」のもと、十勝バイ

オマス産業都市構想の推進をとおして行ってい

ます。 

 地域の国際交流団体を中心にした各種連携に

ついて、第２期共生ビジョンの３（４）①として追加

すべき。 

１ 

【その他】 

十勝管内では、地域が一体となって国際化の

進展に対応していくため、平成８年に全市町村

と国際交流団体が広域で連携し十勝インターナ

ショナル協会を設立しており、今後も引き続き

関係団体と連携しながら時代のニーズに即した

各種事業をすすめていく考えです。 

    

【【【【案件案件案件案件のののの最終案最終案最終案最終案】】】】 

  数値の修正や附属資料の追加などを行い、最終案を作成します。なお、附属資料のうち、事業費一

覧については、確定版の策定後に公表します。 

（参考様式５号－２） 


